
 

 

大和市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和３年１２月２７日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市条例第１４号 

大和市手数料条例の一部を改正する条例 

大和市手数料条例（昭和２６年大和町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表第１号を次のように改める。 

１ 長期優良住

宅の普及の

促進に関す

る法律（平

成２０年法

律 第 ８ ７

号。以下こ

の表におい

て「法」とい

う。）第５条

第１項から

第５項まで

の規定に基

づく長期優

良住宅建築

等計画の認

定申請手数

料（次号に

該当する場

合を除く。）

 

(1) (2)に

該当する

場合以外

の場合 

ア 一戸建ての住宅を新築する場合 ４５，０００円

イ 共同住宅等を新築する場合 次に掲げる共同住

宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

(ｱ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 １１０，０００

円 

(ｲ) 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅

等 １７０，０００円 

(ｳ) 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ３４０，０００円 

(ｴ) 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ６００，０００円 

(ｵ) 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １，０００，０００円 

(ｶ) 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 １，９００，０００円 

(ｷ) 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ２，７００，０００円 

(ｸ) 総戸数が３００戸を超える共同住宅等 

 ３，４００，０００円 

ウ 一戸建ての住宅を増築し、又は改築する場合 

 ６８，０００円 



 

 

エ 共同住宅等を増築し、又は改築する場合 次に

掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 １６０，０００

円 

(ｲ) 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅

等 ２６０，０００円 

(ｳ) 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ５１０，０００円 

(ｴ) 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ９１０，０００円 

(ｵ) 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １，６００，０００円 

(ｶ) 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 ２，９００，０００円 

(ｷ) 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ４，１００，０００円 

(ｸ) 総戸数が３００戸を超える共同住宅等 

 ５，０００，０００円 

(2) 法第６

条第１項

第１号に

掲げる基

準に適合

している

ことにつ

いて、あ

らかじめ

住宅の品

質確保の

促進等に

ア 一戸建ての住宅を新築する場合 ８，０００円

イ 共同住宅等を新築する場合 次に掲げる共同住

宅等の総戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める

額 

(ｱ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 １５，０００

円 

(ｲ) 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅

等 ２６，０００円 

(ｳ) 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ４１，０００円 

(ｴ) 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 ７１，０００円 



 

 

関する法

律（平成

１１年法

律第８１

号）第５

条第１項

に規定す

る登録住

宅性能評

価 機 関

（ 以 下

「登録住

宅性能評

価機関」

という。）

による審

査を受け

た場合 

(ｵ) 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １２０，０００円 

(ｶ) 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 １９０，０００円 

(ｷ) 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ２４０，０００円 

(ｸ) 総戸数が３００戸を超える共同住宅等 

 ２６０，０００円 

ウ 一戸建ての住宅を増築し、又は改築する場合 

 １２，０００円 

エ 共同住宅等を増築し、又は改築する場合 次に

掲げる共同住宅等の総戸数の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額 

(ｱ) 総戸数が５戸以内の共同住宅等 ２３，０００

円 

(ｲ) 総戸数が５戸を超え１０戸以内の共同住宅

等 ４０，０００円 

(ｳ) 総戸数が１０戸を超え２５戸以内の共同住宅

等 ６１，０００円 

(ｴ) 総戸数が２５戸を超え５０戸以内の共同住宅

等 １１０，０００円 

(ｵ) 総戸数が５０戸を超え１００戸以内の共同住

宅等 １７０，０００円 

(ｶ) 総戸数が１００戸を超え２００戸以内の共同

住宅等 ２９０，０００円 

(ｷ) 総戸数が２００戸を超え３００戸以内の共同

住宅等 ３６０，０００円 

(ｸ) 総戸数が３００戸を超える共同住宅等 

 ４００，０００円 

 別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表第２号中「第３項」を「第５項」

に、「建築物の総戸数に応じ前号(1)、(2)又は(3)」を「前号(1)又は(2)」に改め、「を、



 

 

当該住戸のうち同時に当該申出をする住戸の合計数（以下この表において「同時申出住戸

数」という。）で除して得た額」を削り、同表第３号中「建築物の総戸数に応じ第１号(1)、

(2)又は(3)に定める額を当該住戸のうち当該申請を行う日の前日までの間に法第５条第

１項から第３項までの規定に基づく認定を受けた住戸の合計数（以下この表において「既

認定住戸数」という。）で除して得た額」を「第１号(1)又は(2)に定める額」に改め、同

表第４号中「建築物の総戸数に応じ第１号(1)、(2)又は(3)に定める額を既認定住戸数で

除して得た額」を「第１号(1)又は(2)に定める額」に改め、「を同時申出住戸数で除して

得た額」を削り、同表に次の１号を加える。 

７ 法第１８条第１項の規定に基づく容積率の

特例に係る許可申請手数料 

 １６０，０００円 

   附 則 

この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

 


